
事 務 連 絡 

平成 27 年 7 月 28 日  

 

地方獣医師会会長 各位   

 

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会 

専務理事 境  政 人   
 
 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第２条第１５項に規定する指定薬物及び同法第７６条の４に規定す

る医療等の用途を定める省令の一部改正について 
 

このことについて、平成 27 年 6 月 29 日付け事務連絡をもって、農林

水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導班長から、別添のと

おり通知がありました。貴会関係者にも周知方よろしくお願いいたしま

す。  

このたびの通知は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律第 2 条第 15 項に規定する指定薬物及び同法第 76 条

の 4 に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令（平成

27 年厚生労働省令第 117 号）が公布されたことに伴い、厚生労働省医薬

食品局長から、各都道府県知事、各保健所設置市長及び各特別区長あて、

関係各方面に対する周知と適切な指導を依頼したことについて同局長か

ら通知されたので、その旨留意するとともに、本会会員への周知を依頼

されたものです。  

 

 本件のお問合わせ先  

公益社団法人  

日本獣医師会事業担当：駒田  

  TEL 03－3475－1601 












